
組合員の皆様へ 

 

旧ＪＡ発行の出資証券の取り扱いについて 

 

 日頃より当ＪＡの事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当ＪＡでは平成 14 年 6 月 1 日の合併時より皆様からお預かりし

ている出資金については出資証券の発行を行っておりません。 

 しかしながら、相続や持分譲渡、脱退等のお手続の際には旧ＪＡの出

資証券を回収しており、丌明の場合は紛失届等の手続きが必要であるな

ど大変お手数をおかけしている状況でございますので、今後、現在お持

ちの旧ＪＡ発行の出資証券の回収を行わないことといたします。 

なお、お預かりしている出資金並びに組合員としての権利等は何ら変

わりございません。今後も厳格な残高管理を行ってまいります。 

つきましては、下記のとおり対応させていただきますので、何卒ご理

解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．お手元の旧ＪＡ発行の出資証券については、今後、必要となること

はありませんので、廃棄していただいても差しつかえありません。 

２．出資金額は毎年 7 月初めに郵送いたします「出資金残高と配当金の

お知らせ」にて、前年度末（3 月 31 日）残高をご確認していただく

ことができます。また、支店窓口でもご確認していただくことがで

きます。 

３．ご丌明な点は、各支店にお問い合わせください。 

以上 
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